
京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱 
 

制定 令和７年１１月２５日 
 

 

（趣旨）  
第１条 この要綱は、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業（以下「補

助事業」という。）に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、京都

市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市補助金等の

交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 
 
（目的） 
第２条 補助金は、中小事業者が省エネ設備を導入する場合に、その経費の一部を

補助することにより、設備更新に係る費用や光熱費の負担軽減を図るとともに、

ＣＯ２排出量の削減を促進することを目的として交付する。 
 
（交付の対象） 
第３条 補助金は、「京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金に

係る申請受付等業務」の実施事業者が、補助事業の実施に要する経費のうち、京

都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付規程に定めるもの

について予算の範囲内において交付する。 
 
（交付の申請） 
第４条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第９条の規定に基づき交付申請

を行わなければならない。 
２ 条例第９条に規定する市長等が定める期日は、補助金の交付の対象となる事業

を実施しようとする日までとする。 
３ 条例第９条に規定する申請は、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援

事業補助金交付申請書（第１号様式）により行う（電子情報処理組織を使用する

方法による提出を含む。以下同じ。）ものとする。 
４ 条例第９条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。 

事業実施計画書 
 
（決定の通知） 
第５条 条例第１０条第１項又は第３項の規定により交付又は不交付を決定した

ときは、条例第１２条第１項又は第２項に基づき京都市中小事業者の省エネリノ

ベーション支援事業補助金交付（不交付）決定通知書（第２号様式又は第３号様

式）により通知するものとする。 
 
 
 



（標準処理期間） 
第６条 市長は、条例第９条による申請が到達してから２０日以内に条例第１０条

各項の決定をするものとする。 
 

（変更等の承認の申請） 
第７条 条例第１１条第１項第１号による補助事業の内容の変更に係る市長の承

認の申請は、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更承認

申請書（第４号様式)により行うものとする。 
２ 条例第１１条第１項第１号に規定する市長が定める軽微な変更とは、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 
⑴ 補助金の交付決定額に影響を及ぼすことがないもの 
⑵ 補助事業の趣旨を変更するものではない事業計画の細部の変更 

３ 条例第１１条第１項第２号による補助事業の中止又は廃止に係る市長の承認

の申請は、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金中止・廃止

承認申請書（第５号様式）により行うものとする。 
４ 市長は、第１項に規定する申請を受理し、内容を審査のうえ、承認する又はし

ないことを決定したときは、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業

補助金変更承認（不承認）通知書（第６号様式又は第７号様式）により通知する

ものとする。 
５ 市長は、第３項に規定する申請を受理し、内容を審査のうえ、承認することを

決定したときは、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金中

止・廃止承認通知書（第８号様式）により通知するものとする。 
６ 市長は、前各項の規定により、申請内容を変更、又は廃止した場合は、補助金

の交付の決定の一部若しくは全部を取り消し、又は交付予定額を変更することが

できる。 
７ 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けることとする。 
 
（事情変更による決定の取消し等） 
第８条 市長は、条例第１４条第１項の規定による決定の取消し等を行ったときは、

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付決定取消・変更通

知書（第９号様式。以下「取消・変更通知書」という。）により、交付決定対象者

に通知するものとする。 
 
（事業完了の届出） 
第９条 条例第１８条第１項に規定する報告は、京都市中小事業者の省エネリノベ

ーション支援事業補助金実績報告書（第１０号様式）により行うものとする。 
２ 条例第１８条第１項に規定する市長が定める書類は、次に掲げるものとする。 

事業実施報告書 
 
 
 



（補助金等の交付額の決定等） 
第１０条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、同条の報告書

及び市長が定める書類等の審査等により、補助事業の実績が補助金等の交付の決

定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付額を決定し、条例第１９条に

基づき京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付額決定通

知書（第１１号様式）により通知するものとする。 
 
（交付の時期） 
第１１条 市長は前条の規定による補助金の交付額の決定後、補助金を交付するも

のとする。 
２ 前条に規定する通知を受けた者は、京都市中小事業者の省エネリノベーション

支援事業補助金交付請求書（第１２号様式）により、補助金の交付を請求するも

のとする。 
３ 第１項の規定にかかわらず、条例第２１条第２項の規定による補助金の概算払

を受けようとするときは、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補

助金概算払請求書（第１３号様式）を市長に提出しなければならない。 
 
（決定の取消し） 
第１２条 市長は、交付決定対象者が条例第２２条第１項各号に定める事由のいず

れかに該当するときは、取消・変更通知書（第９号様式）により、交付決定対象

者に通知する。 
 
（検査等） 
第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金の交付に関し、遂行

状況や経理状況等の必要な事項について、報告を求め、検査及び指示をする。 
 
（関係書類の保管） 
第１４条 補助金の交付を受けた者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を

作成し、事業終了年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 
 
（補則） 
第１５条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境政策局地球環境・エネルギー

担当局長が定める。 
 

附 則 
この要綱は、令和７年１１月２５日から施行する。 

 
 
 
  



第１号様式（第４条関係）                    

                               年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称   

   代表者（職名及び氏名）        

    

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付申請書 

 

 補助金の交付について、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱

第４条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

                  記 

 

 

１ 申請事業名 

 

 

２ 補助事業の目的及び内容 

  事業実施計画書のとおり 

   

３ 補助金交付申請額  

  申 請 額   金        円 

 

４ 補助事業開始及び完了予定期日  

     年  月  日～    年  月  日
 



第２号様式（第５条関係）                          第  号 

  年  月  日 

 

       様              

                            京都市長         

                              

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった補助金については、下記のとおり交付すること

に決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱第５

条の規定に基づき通知します。 

 

                  記 

 

１ 交付予定額  金           円 

２ 交付の条件   
⑴  補助金は、本事業の目的以外に支出してはいけません。 

⑵  本事業については、京都市補助金等の交付等に関する条例第３２条の規定により立入

調査又は質問をすることがあります。 

⑶  補助事業の内容の変更（市長が定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あ

らかじめ市長の承認を受ける必要があります。 

⑷  補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受ける必要

があります。 

⑸  補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき

は、速やかに市長に報告し、その指示を受ける必要があります。 

⑹  上記各号に違反した場合は、補助金を減額し、又は取り消すことがあります。 

 

 

 



第３号様式（第５条関係）                         第   号 

年  月  日 

  

       様              

                         京都市長         

                        

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった補助金については、下記のとおり不交付とする

ことに決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱

第５条の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

 不交付理由  

 

 
 
 
 
 
１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内

に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、こ

の決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。 
２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対

する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を

被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟におい

て京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、この決

定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決が

あった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

はできなくなります。 



第４号様式（第７条関係）                      

年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称    

                    代表者（職名及び氏名）          

 

 
京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更承認申請書 

 
           
 
 

     年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があった補助事業については、

下記のとおり変更したいので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付

要綱第７条第１項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更の内容 

 

 

 

２ 変更の理由 

 

   

 

  

                                         

   

 



第５号様式（第７条関係）                      

年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称    

                    代表者（職名及び氏名） 

 
 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

 

  年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があった下記１の補助事業を

下記２の理由により     したいので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事

業補助金交付要綱第７条第３項の規定に基づき、承認を申請します。 

 

                  記 

 

１ 中止・廃止する事業名 

 

 

 

 

２ 理由                              
 

 

 

 

 

注 該当する□に✔を記入してください。 

□中止 

□廃止 



第６号様式（第７条関係） 

第  号 

    年  月  日 

 

       様 

 

                         京都市長         

 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで変更承認申請のあった補助金については、下記のとおり承認する

ことに決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱

第７条第４項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 変更の内容            

 

年  月  日付け京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更承

認申請書のとおり 

 

２ 変更後補助金交付予定額          金        円 

 

 

 

 

 



第７号様式（第７条関係） 

第  号 

    年  月  日 

 

       様 

 

                         京都市長         

 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金変更不承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで変更承認申請のあった補助金については、下記のとおり不承認と

することに決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付

要綱第７条第４項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

不承認理由 

 

 

 

 
１ この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内

に、京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、こ

の決定があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなります。 
２ また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対

する京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を

被告として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟におい

て京都市を代表する者は、京都市長となります。）ただし、当該期間内であっても、この決

定があった日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決が

あった日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起すること

はできなくなります。 
 

 

 



第８号様式（第７条関係） 

第  号 

    年  月  日 

 

       様 

 

                         京都市長         

 

 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金中止・廃止承認通知書 

 

 

  年  月  日付けで中止・廃止承認申請のあった補助金については、下記のとおり承

認することに決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交

付要綱第７条第５項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 申請事業名 

 

 

 



第９号様式（第８条及び第１２条関係） 

第  号 

    年  月  日 

       様 

 

京 都 市 長   

 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付決定取消・変更通知書 
 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定した補助金については、下記のとお

り交付を取消・変更することに決定しましたので、京都市中小事業者の省エネリノベーション

支援事業補助金交付要綱第８条・第１２条の規定に基づき通知します。 

 

記 

１ 取消・変更後補助事業 

 

 

２ 取消・変更の理由 京都市補助金等の交付等に関する条例第   条 

 

 

３ 取消・変更後補助金交付予定額  金     円 

 

この決定に不服があるときは、この通知を受け取られた日の翌日から起算して３箇月以内に、

京都市長に対して審査請求をすることができます。ただし、当該期間内であっても、この決定

があった日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなりま

す。 

また、この通知を受け取られた日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対す

る京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に、京都市を被告

として、京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（訴訟において京都

市を代表する者は、京都市長となります。）。ただし、当該期間内であっても、この決定があ

った日（京都市長に審査請求をした場合は、当該審査請求に対する京都市長の裁決があった日）

の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することはできなくな

ります。 

 

  



第１０号様式（第９条関係） 

年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称    

                    代表者（職名及び氏名） 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け第  号で交付決定の通知があった補助事業が完了しました

ので、京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定

に基づき事業の実績を、下記のとおり報告します。 

                  記 

１ 申請事業名 

 

 

２ 申請事業実施期間 

      年  月  日～    年  月  日 

   

３ 補助事業の概要と効果 

  事業実施報告書のとおり 

 

４ 補助金交付申請額  

  申 請 額   金        円 

 



第１１号様式（第１０条関係）                       第  号 

  年  月  日 

 

       様 

                            京都市長         

                              

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付額決定通知書 

 

     年  月  日付け  第   号で交付決定した補助金につきまして、京都市中

小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のと

おり補助交付額を確定したので通知します。 

 

                  記 

 

１ 事 業 名 

 

 

２ 交付決定額  金           円 



第１２号様式（第１１条関係） 

                    年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称    

                    代表者（職名及び氏名） 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付請求書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付額決定の通知があった補助金について、京

都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱第１１条第２項の規定に基

づき、下記のとおり請求します。 

                  記 

 

１ 交 付 決 定 額  金         円 

２ 概 算 払 受 領 済 額  金         円 

３ 今 回 請 求 額  金         円 

指定 
口座 

金融機関名 店舗名 

 

銀  行 
信用金庫 
信用組合 
農  協 

 

本 店 
支 店 
出張所 

種別 口座番号（下欄に右詰めで数字を記入すること） 

１ 普通 
２ 当座 
３ 貯蓄 

       

口座 
名義人 

フリガナ  

漢字 
 

※ 補助金振込先の口座名義人（フリガナ）、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が

記載されている部分の通帳等の写しを提出してください。 



第１３号様式（第１１条関係） 

年  月  日 

（宛先）京 都 市 長              

                    所在地   

                    名 称    

                    代表者（職名及び氏名） 

 

京都市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金概算払請求書 

 

     年  月  日付け  第  号で交付決定の通知があった補助金について、京都

市中小事業者の省エネリノベーション支援事業補助金交付要綱第１１条第３項の規定に基づ

き、下記のとおり請求します。 

                  記 

 

１ 交 付 予 定 額  金         円 

２ 概 算 払 受 領 済 額  金         円 

３ 今 回 請 求 額  金         円 

４ 残      額   金         円 

指定 
口座 

金融機関名 店舗名 

 

銀  行 
信用金庫 
信用組合 
農  協 

 

本 店 
支 店 
出張所 

種別 口座番号（下欄に右詰めで数字を記入すること） 

１ 普通 
２ 当座 
３ 貯蓄 

       

口座 
名義人 

フリガナ  

漢字 
 

※ 補助金振込先の口座名義人（フリガナ）、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が

記載されている部分の通帳等の写しを提出してください。 


